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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２６年１月６日 １３時０５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市大島港神ノ浦
こうのうら

の護岸 

平戸市所在の的山
あ づ ち

大島港神ノ浦防波堤灯台から真方位２４８°２０

０ｍ付近 

（概位 北緯３３°２８.４′ 東経１２９°３３.２′） 

事故調査の経過  平成２６年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 金
かね

吉
よし

丸、１９トン 

 ＴＴ２－１９３９（漁船登録番号）、有限会社恵勝丸 

 １９.０７ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.７１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８９kＷ、昭和５８年１２月２８日 

 第２９０－４７１７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年７月２８日 

  免許証交付日 平成２５年４月１０日 

         （平成２６年７月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 バルバスバウの破損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人（インドネシア共和国籍）が乗り組

み、長崎県松浦市松浦港で水揚げを終えた後、平成２６年１月６日１

１時００分ごろ長崎県壱岐島西南西方沖の漁場へ向けて出港した。 

 本船は、船長が、操舵室内で立って手動操舵による操船を行い、

津崎
つ さ き

水道を通過後、針路を長崎県大島瀬戸に向ける真方位約２９５°

に定め、約７ノット（kn）の対地速力で自動操舵に切り換え、操舵室

の床に座り、後方の壁にもたれてレーダーを見ながら、航行を続けた。 

 船長は、松浦市津崎鼻西北西方沖を航行中、いつの間にか居眠りに

陥った。 

 本船は、船長が居眠りした後、１３時０５分ごろ大島港神ノ浦の消

波ブロックに衝突した。 
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 船長は、事故の様子を見ていた島民が、乗組員の安否を確認するた

めに乗船した際に目が覚め、消波ブロックに衝突したことを知り、浸

水がなかったことから、機関を後進にかけて消波ブロックから離れ、

島民の通報で来援した海上保安庁の巡視艇に先導され、自力航行で平

戸港へ向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、潮流 東流約１.９kn 

 その他の事項 

 

本船は、いか一本釣り漁船であり、昼頃から出漁し、夕方から翌朝

まで操業を行い、漁獲量に応じて付近の魚市場での水揚げを繰り返

し、釣果が良かったことから、平成２５年１２月２４日から休漁日を

設けることなく操業を続けていた。 

船長は、日頃から、水揚げ終了後、漁港の食堂で朝食をとりながら

焼酎の水割りを２杯飲み、船内で２～３時間ほど仮眠をとってから出

漁し、また、操業中にも、適宜２～３時間の仮眠をとっていた。 

船長は、本事故発生の４日ほど前から、釣果が良く、操業中に仮眠

がとれず、また、本事故発生当日は、松浦港での水揚げを終え、０９

時ごろから、いつものように飲酒しながら朝食をとった後、岸壁が空

いていなかったことから、仮眠をとらずに１１時００分ごろ同港を出

港しており、眠気を感じていた。 

甲板員は、本事故当時、船室で仮眠をとっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、津崎鼻西北西方沖を自動操舵で西北西進中、単独で操船中

の船長が居眠りに陥ったことから、大島瀬戸の東流の潮流に圧流され

て的山大島の南岸に向けて航行し、大島港神ノ浦の消波ブロックに衝

突したものと考えられる。 

船長は、連日の操業に加え、前日から睡眠をとっておらず、操舵室

の床に座って壁にもたれて操船を続けたことから、居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、津崎鼻西北西方沖を自動操舵で西北西進中、単

独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、大島瀬戸の東流の潮流に圧

流されて的山大島の南岸に向けて航行し、大島港神ノ浦の消波ブロッ

クに衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操業中、適宜、休息をとること。 

・操船する予定を考慮し、アルコール類の摂取を控えること。 

・甲板員を見張りにつけるなどして居眠り防止に努めること。  


